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この度、平成２９年度の自動車分解整備事業実態調査の結果がまとまりましたので概要をお知らせ致します。 

 

１．目的 

本調査は、自動車分解整備事業の現状及び経営状況等の実態を把握し、同事業の健全な発達に資する方策

の基礎資料として活用することを目的として実施するものです。 

２．調査時点 

平成29年6月末現在。売上高等については、平成29年6月末に最も近い決算期分。 

３．調査結果の概要（別紙参照） 

道路運送車両法に規定する自動車分解整備事業者(平成29 年6 月末時点92,001 事業場)のうち、約2割を対

象(有効回答数は全事業場の約1 割)として調査を行いました。 

平成29年度調査における総整備売上高は5 兆4,875 億円となり、前年度と比較すると931億円増(1.7％増)

と3年ぶりに増加しました。 

なお、詳細の分析は3月発刊予定の｢平成29年度版自動車整備白書｣に掲載する予定です。 

注）1.専業：自動車整備業の売上高が総売上高の50%をこえる事業場 

2.兼業：兼業部門（自動車販売、部品用品販売、保険、石油販売等）の売上高が総売上高の50%以上を占

める事業場（ディーラーを除く。） 

3.ディーラー：自動車製造会社又は国内一手卸売販売会社と特約販売店契約を結んでいる企業 

の事業場 

4.自家：主として自企業が保有する車両の整備を行っている事業場 

 

（１）総整備売上高 

直近6年間の総整備売上高をみると、平成24 年度は東日本大震災により減少、その後平成25～26年度は2年

連続の増加、平成27～28年度は2年連続の減少と推移してきましたが、平成29 年度調査では3年ぶりに増加

に転じました。 

業態別に前年度と比較すると、専・兼業が273 億円増(1.0％増)、ディーラーが792 億円増(3.1％増)、自

家が134億円減(5.8％減)となり、専・兼業とディーラーが増加しました。 

作業内容別では、「車検整備」が2.8％増、「定期点検整備」が6.6％増、「その他整備」が1.7％増加

しましたが、「事故整備」が1.6％減少しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〓業界情報〓 

平成２９年度 自動車分解整備事業実態調査結果の概要について 
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（２）事業場数 

調査時点における事業場数は92,001 事業場で、前年度と比較すると60 事業場減(0.1%減)と2 年連続の減

少となりました。 

指定工場数は29,983 事業場で、前年度と比較すると128 事業場増(0.4％増)となりました。 

 

（３）整備関係従業員数 

整備関係従業員数は534,279 人で、前年度と比較すると3,601 人減(0.7％減)となっています。 

 

（４）整備要員数及び整備士数 

整備要員数は399,717 人で、前年度と比較すると996 人減(0.2％減)となっています。 

整備士数は336,360 人で、前年度と比較すると1,705 人増(0.5％増)となり、整備要員数に対する整備士数

の割合(整備士保有率)は84.1％で0.6 ポイント増加しています。 

なお、整備士数は平成24 年度以降、減少傾向が続いておりましたが、本年度調査結果は6 年ぶりに増加し

ました。 

※参考：内数として、女性整備要員数は17,882 人(523 人減)、女性整備士数は10,908人(27 人減)、

総整備要員数に占める女性整備要員数の割合は4.5％、整備士数に占める女性整備士数の割合は

3.2％ 

 

（５）整備要員１人当り年間整備売上高 

整備要員１人当り売上高(自家除く)は13,850 千円で、前年度と比較すると2.3％増とな 

っています。なお、業態別では以下の通りです。 

専・兼業    10,021 千円(1.2％増)      ディーラー  22,639 千円(3.5％増) 
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（６）整備要員平均年齢 

整備要員平均年齢(自家除く)は45.0 歳で、前年度と比較すると0.7 歳上昇しました。 

 

（７）整備要員１人当り年間平均給与 

整備要員１人当り年間平均給与(自家除く)は3,875 千円となり、前年度と比較すると1.1％増となっていま

す。 
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国土交通省から、エアバッグの未改修車両を車検で通さない措置の開始について、下記のとおり

プレスリリースされましたので、お知らせいたします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

エアバッグのリコール未改修車両を車検で通さない措置の開始について 
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整備事業者の皆様に必ず行っていただきたい事項

対象メーカー（※1）か

改修実施事業者（ディーラー）
との調整・改修

【※1対象メーカー】
・いすゞ ・スバル ・ダイハツ
・トヨタ ・レクサス ・日産
・BMW ・ホンダ ・マツダ ・三菱

未改修車両か
（検索システムで確認）

「メーカー名」・「車台番号」の確認
（予約時、入庫時、顧客名簿、定期点検時など）

車検申請手続

検索システム

・ユーザーから入庫の連絡を受けたときは必ず「メーカー名」と「車台番号」を確認し、未改
修車両かどうか確認してください。
・未改修車両の入庫が決定したときは、すみやかにディーラー等に連絡のうえ、改修のス
ケジュールや段取りを調整してください。

ＹＥＳ

ＹＥＳ

ＮＯ

ＮＯ

改善措置済証提出

未改修車両であるかを検索システム等で事前に確認しないと、有効期間の更新手続きが
行われないおそれがあります。

注：ディーラーが改修してから
国土交通省の保有するシステ
ムに反映されるまで10日程度
掛かります。
改修日によってはOSS申請が
できないおそれがあります。

注：BMWはメーカー窓口へお問い合わせください。
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対象車両の検索ページ（日整連ホームページより）

6

日整連ホームページのトップページで、
『マイカーをお持ちの方向け』のプルダウンを開き、
『「リコール情報検索」アプリの紹介』をクリック。

①

②
開いたページの最下段
『車両リコール状況確認（WEB版）』
をクリック。

③
検索ページへ

7

スマートフォン用検索アプリ

１．アプリのダウンロード
App Store ⼜は Google playでアプリケーションをダウンロード
（以下のＱＲコードリーダで読み取り、アプリストアにログインしてダウンロード）

２．アプリの使⽤法

⽅法①
「メーカー名」と「⾞台番号」を
⼊⼒して検索

⽅法②
「メーカー名」を⼊⼒した上で
⾞検証のQRコードを読み取り

⼜は

検索結果へ
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機器定期点検のお知らせ 
 

受検者の皆様には日頃、検査業務にご協力い

ただきありがとうございます。 

この度、検査機器の定期点検に伴い以下の

日程で検査コースを閉鎖いたします。 

ご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力を 

よろしくお願いいたします。 
 

 

【コース閉鎖日程】 
 

２月１５日（木） 
 終日：２コース 

 

３月１日（木） 
 午前：４コース 午後：２輪コース 

 

 

 

 

独立行政法人自動車技術総合機構 

関東検査部山梨事務所 
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 指定自動車整備事業の適切かつ円滑な運営を図るため、標記講習会を山梨運輸支局のご協力を頂き 

下記により開催致します。 

 受講対象者は、必ず受講されますようお願いします。 
 

１．講習対象者 ①指定整備事業者 

         ②事業場管理責任者 

         ③保安基準適合証交付者 

         ④主任技術者 

         ⑤その他指定整備事業に携わる中間管理者 

２．開催日時  ２月２２日（木） 

 

 

午前の部 

 

 

午後の部 

 

 

３．開催場所  （一社）山梨県自動車整備振興会 大講堂 

４．受 講 料  １名 ２,２００円 

５．そ の 他  受講修了証明を致しますので、自動車整備技能者手帳をご持参下さい。 

 

 

 

指定整備事業協議会では、指定自動車整備事業の適切かつ円滑な運営を図るため、関東運輸局山梨運輸支局

と、独立行政法人自動車技術総合機構 関東検査部山梨事務所、軽自動車検査協会 山梨事務所のご協力を頂

き「自動車検査員業務等研修会」を開催しました。 

当日は、多くの自動車検査員が参加し、実車を使用した実技等も行われ、現場において応用できる充実した

研修となりました。 

 

開催日時 平成３０年１月２４日（水） １４：００～１７：００ 

会  場 (一社)山梨県自動車整備振興会 大講堂・第３教室・実習場 

参 加 者 １４３ 名 

 

 

 

 

 

 

 

対象者 
主任技術者 

中間管理者 

受付 ９：００～９：３０ 

講習 ９：３０～１２：００ 

対象者 
事業者 

事業場管理責任者 

受付 １３：００～１３：３０ 

講習 １３：３０～１６：００ 

指定整備事業協議会 

自動車検査員業務等研修会が開催されました 

指定自動車整備事業者等講習会を開催します 
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【内容】納車後、フロントガラスに傷があると訴えられる 

・車名：乗用車  ・登録年月：平成１５年  ・走行距離：不明   

・相談日 平成２７年３月９日 

 修理（作業内容は不明）で預かったが、納車後に「フロントガラスに傷が出来ている」との苦情を訴えら

れた。しかし、当社ではフロントガラスに傷をつけるような作業を行っていない。走行テストは行なったが、

作業者は飛び石等の記憶もないと言う。だからといって入庫時に傷があったという証明も出来ない。 

 付き合いの長いユーザーで、クレーマーといった類の人ではない。傷は助手席側下縁から３ｃｍほどのと

ころにあり、傷の状況からは飛び石っぽく欠けて見えるものでユーザーの苦情もわかる。入庫時チェックを

行っていなかったことは当方のミスであったかもしれないが、長い付き合いのユーザーなのでトラブルにし

たくない。どういった対応をすればいいか相談に乗って欲しい。また今後のため、こういった苦情に備えて

いる他社のノウハウがあれば教えて欲しい。 

【対応】 

何はともあれ、今後は入庫時の車両チェックを行うようにしたい。防止策を講じている工場（特に車体組

合に加入している事業場）はチェックシートを自社で作っている。どこの工場も同じだが、よく知った馴染

みの客ほどチェックがおざなりになり、今回のようなトラブルに発展する傾向にある。一見ユーザーも念入

りなチェックが必要だが、よく見知った人でも同様、念入りなチェックを心がけたい。 

 今回の傷については、ユーザーが「いい客」だというのでユーザーの納得のいくように対処した方がいい。

フロントガラスの飛び石は保険加入期間中初めてだと聞いたので、１回目のガラス交換なら「1等級ダウン事

故」になる。1年間適用し、その間保険を使わなければ、翌年は元の「無事故等級」に戻るはずなので相談者

の保険加入状況を確認して使わせて貰うのも手。ただし、免責がある場合はその負担の問題もあり、こちら

からその話を出すのは控えた方がいいかもしれないとアドバイスして電話を切った。 

 小一時間も経って工場から再び連絡があり、「車検が通らなかった場合に考えることにし、今後はお互いに

気をつけよう」と円満解決したと連絡があった。 

 

 

 

 

 

 

 

 自動車整備事業場にて次の整備作業中に事故が発生しました。 

お知らせ致しますとともに、会員事業者の皆様には引き続きご注意頂きますようお願いします。 

 

【事故概要】 

・北海道管内【平成２９年１２月２０日午後１時１０分ごろ発生】 

大型バス車両を上げた状態で整備していたところ、回転していたドライブシャフトに作業員が巻 

き込まれ死亡した。 

 

 

 

 

 

全国の整備相談所に寄せられた整備相談事例 Vol.73 

整備作業中の事故発生について 
（平成２９年度 その５） 
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ターボ⽤オイル配管点検時の注意事項について 

スズキ株式会社／⽇産⾃動⾞株式会社／マツダ株式会社／三菱⾃動⾞⼯業株式会社 

凍結防止剤散布地域や海岸地域を走行した後は、凍結防止剤や塩分が車体下回りやエンジンル

ーム内部品に付着し、錆が発生する場合があります。その状態で使用を続けることにより、下

記対象車両においてターボチャージャのオイル配管に発生した錆が進行して穴あきに至り、オ

イル漏れが発生した事例があります。 

つきましては、以下に点検のポイントを示しますので、定期点検時や車検時にはオイル配管を

点検して、著しい錆や腐食が認められる場合は、必ず部品の交換をお願いいたします。 

■対象車両 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ターボ用オイル配管の点検ポイント 

・定期点検時や車検時の点検において、アンダーカバー等がついている車両は取り外し、ター

ボ用オイル配管の錆や腐食状況を目視点検にて確認願います。 

・ターボ裏側などの見えづらい箇所も確実に目視点検いただくようお願いいたします。 

・錆が著しく発生している場合は、必ず部品の交換をお願いいたします。 

 

 

整備インフォメーション
Vol. 82 

ターボチャー

オイルインテークパイプ オイルドレンパイプ 

オイルインテークパイプ オイルインテークパイプ 

ターボ裏側の

見えづらい 

個所 
錆 錆

A 


